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令和６年度の入札・契約制度について 
 

■時限措置 

項 目 説  明 

現場代理人の常駐

（兼任）義務の緩

和措置 

【当分の間】 

● 施工場所が市内で、当初契約金額が 1 件 3,500 万円未満の工事について、当

初契約金額の合計が 7,000万円未満で 5件まで兼任を認めます。 

なお、当初契約金額が 1件 3,500 万円以上の工事を含む場合は、対象工事に

密接な関係がある工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、現場の相

互の間隔が 10㎞程度以内の場合に限り、2件まで兼任を認めます。 

※施工内容の難易度等から兼任を認めない場合は、発注時の設計図書等に記載します。 

※令和 5年 10月 1日より現場代理人兼任届の様式を変更しています。各工事の監督員

と兼務について協議を行い、承諾を得た上で提出してください。 

見積期間 

【令和 7年 3月 31

日まで延長】 

● 予定価格が 5,000 万円以上 1 億円未満の工事について、見積期間を土日・祝

日を除く 10日間とします。 

 

■電子入札の運用方法 
● 電子入札を次のとおり運用しています。 

 ◇入札通知日：原則として木曜日（木曜日が祝日の場合は前日） 

 ◇開札日：指名通知書で指定する日の午前 9時以降（同日に複数の案件がある場合は順次開札） 

 ◇契約書：電子入札システムによる落札決定通知書の送信日以降、電子契約又は紙契約 

 ◇その他留意事項 

  ※平成 27年度から入札時の工事費内訳書の提出が義務化されたことを受け、開札後は落札決定を

保留とし、工事費内訳書の点検後に落札決定を行う。（案件数の多寡にもよりますが、通常は、

開札日又は開札日の翌日（開札日が金曜日の場合は月曜日）に落札決定通知書を送信します。） 

  ※制限付き一般競争入札の場合は、工事費内訳書の点検後に落札候補者に対して入札参加要件の

確認資料の提出を求めます。 

※電子入札システムが利用できなくなった場合は、速やかに契約検査課へ連絡してください。 

【電子入札システムによる指名競争入札の流れ（4月 11日通知の場合）】 

４月１１日（木）  入札通知日 

   １２日（金） 

   １３日（土） 

   １４日（日） 

   １５日（月） 

   １６日（火） 

   １７日（水） 

   １８日（木）                       見積期間１０日間 

   １９日（金）                       ※入札通知日・開札日・土日祝日を除く 

   ２０日（土） 

   ２１日（日） 

   ２２日（月） 

   ２３日（火）  入札開始※入札時に工事費内訳書を添付 

   ２４日（水）      

   ２５日（木）  入札終了 

   ２６日（金）  開札日（落札決定保留） 

   ２７日（土）～２９日（月・祝） 

   ３０日（火）                       工事費内訳書の点検 

 ５月 １日（水）～ ６日（月）   

 ５月 ７日（火） （落札決定日）※案件数が多い場合等 
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建設工事及び建設コンサルタント等業務委託の入札・契約制度の概要 
 

■令和 6年度入札・契約制度の概要 

 項  目 内    容 

競 
 
 

争 
 
 

性 

制限付き一般

競争入札 

【対象範囲】 

・設計金額が 2,000万円以上の工事 

 

【公告場所】 

・契約検査課閲覧所 

・市ホームページ 

・業界新聞への情報提供 

 

【設計図書の閲覧方法】 

・市ホームページ（新潟県入札情報サービス）からダウンロード又は契約検

査課閲覧所での閲覧 

 

【落札者の決定方法】 

・入札により落札候補者を決定し、入札参加資格要件を審査した後、落札者

として決定（事後審査型） 

・最初の落札候補者が資格要件を満たさない場合は、次点者を審査 

指名競争入札 

【対象範囲】 

・設計金額が 2,000万円未満の工事 

・設計金額が 50万円超の建設コンサルタント等業務 

 

【業者数の基準（工事）】 

Ａ級工事 14業者 

Ｂ級工事 14業者 

Ｃ級工事 12業者 

Ｄ級工事 8業者 

 

※工事等級のない工種（工事） 

予定価格 500万円以上 14業者 

予定価格 500万円未満 12業者 

 

【設計図書の閲覧方法】 

・市ホームページ（新潟県入札情報サービス）からダウンロード又は契約検

査課閲覧所での閲覧 
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公 

平 

性 

・ 

公 

正 

性 

工事費内訳書

の提出 

【概要】 

・建設工事の入札時において入札金額に対する内訳書の提出を求める。内訳

書の内容に不備があった場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。 

  ［無効要件］ 

    ア 内訳書未提出 

    イ 入札金額と内訳書合計金額の不一致 

ウ 内訳書の計算誤り など 

社会保険等の

加入促進に向

けた取組 

【概要】 

・元請業者に提出義務がある「施工体制台帳」の「健康保険等の加入状況」

欄に記載されている健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況を確

認する。 

・社会保険等の未加入が確認された場合は、元請業者に対して、当該下請業

者への社会保険等加入指導を要請する。なお、要請後、一定期間が経過し

ても社会保険等の加入が確認できない場合は、発注者から建設業許可機関

等に未加入情報を通知する。 

・社会保険等未加入業者を下請次数にかかわらず下請契約の相手方としな

い。 

・受注者に対して法定福利費（工事に従事する現場労働者に関する健康保険、

厚生年金保険及び雇用保険の事業主負担額）を明示した請負代金内訳書の

提出を求める。 

 

【対象工事】 

・契約検査課において入札・契約事務を行う工事 

１抜け方式に

よる入札 

【概要】 

・受注機会の均等を図るため、次の条件全てに当てはまる入札を実施する場

合、1 度落札した業者が次の入札に参加できない方式を必要に応じて実施

する。（電子入札により入札に参加している場合は、辞退扱いとする。） 

① 入札方法が同じ（制限付き一般競争入札、指名競争入札ごと） 

② 工種又は業務内容が同じ 

③ 入札参加資格要件が同じ 

④ 同日に行う入札 

苦情申出制度 

【概要】 

・指名競争入札で指名されなかった場合や制限付き一般競争入札で入札参加

資格が認められなかった場合又は指名停止等の措置を受けた場合、業者が

市に対して苦情を申立てることができる。 

・苦情に対する市の回答に不服がある場合は、再申立てをすることができる。

この場合、入札監視委員会で対応方法を審議する。 
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公 

平 

性 

・ 

公 

正 

性 

少額工事等契

約希望者登録

制度 

【概要】 

・少額工事等の範囲は、1 件の金額が 130 万円以下の工事及び修繕のうち、

内容が軽易であり、かつ、履行の確保が容易であるものとする。発注に当

たっては、見積り合わせを原則とし、見積り依頼業者については、少額工

事等契約希望者登録名簿に登載している業者から希望順を考慮の上、選定

する。 

 

【登録対象者及び申請】 

・建設工事の入札参加資格を有しない市内に本社がある法人又は個人 

・登録申請は、随時受付 

電子契約サー

ビス 

【概要】 

・書面（紙媒体）の契約書で締結している契約を、インターネットを利用

した電子データによる契約書で契約を締結するもの。 

 

【対象契約】 

・契約検査課及びガス水道局総務課が取り扱う建設工事、測量、建設コンサ

ルタント等、業務委託に係る契約 

 

【手続きの流れ】 

・電子契約、紙契約の希望に関わらず、すべての電子契約対象案件において、

落札者は、落札決定日の翌日正午（落札決定日の翌日が土日祝日の場合は、

次の平日）までに電子契約に係る申請書を提出する。必ず Excel 形式で申

請書に記載の提出先メールアドレスに提出する。 

・電子契約の場合、市は電子契約に係る申請書に基づき契約書を作成し、電

子契約サービスにアップロードする。 

・紙契約の場合、市は電子契約に係る申請書に基づき契約書を作成し、落札

者へ連絡するので、落札者は契約検査課窓口で受領する。 

透 

明 

性 

・ 

客 

観 

性 

予定価格等の

公表 

・全ての入札で予定価格、最低制限価格及び指名業者を落札者決定後に公表

する。 

電子入札の推

進 

【概要】 

・予定価格 130万円超の建設工事及び予定価格 50万円超の建設コンサルタン

ト等業務委託について、全て電子入札で執行する。（随意契約を除く） 

・入札参加要件として電子入札導入業者を優先する。 

発注見通しの

公表 

【概要】 

・概算額が 130万円超の工事及び 50万円超の業務委託の年間発注見通しを公

表する。（公表時期：年度当初、10月、1月の年 3回（追加・変更等を反映） 
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入札結果等の

公表    

【概要】 

・入札及び見積り結果、変更契約の内容、指名停止措置などを市ホームペー

ジで随時公表する。 

入札の公開 
【概要】 

・入札を市民に公開する。 

入札監視委員

会の設置 

【概要】 

・市が発注した建設工事等の入札及び契約手続が適正に行われているかを審

議する。 

・市が発注した建設工事等の入札及び契約手続並びに指名停止等措置に係る

再苦情について審議する。 

 

【委員数】 

 ・6人以内（有識者及び公募市民） 

 

【開催数】 

 ・3回／年程度 

品 

質 

確 

保 
 
 

総合評価方式

の試行 

【概要】 

・価格と価格以外の要素（例：企業の実績、技術者の能力、地域貢献度など）

を総合的に評価し、最も評価の高い者を落札者とする。 

制限付き一般

競争入札の参

加対象範囲 

【概要】 

・土木、建築工事のＢランク工事うち、制限付き一般競争入札で執行する予定

価格が 2,000 万円以上の工事は、難易度や品質確保の面から、格付Ａラン

ク業者の参加を認める。 

低入札価格調

査制度の試行 

【概要】 

・最低入札金額（見積金額）が予定価格の 85％を下回った場合、応札者から

積算内訳書の提出を求めるとともに、積算内容の聞き取り調査を行い、契

約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落

札者として決定する。 

・調査対象 

最低制限価格を設けていない仕様書発注の工事及び業務委託 

・主な調査項目 

① 賃金が最低賃金額以上であること。 

② 資格・人員配置が適切であること。 

③ 当該業務に必要な資機材等が確保されていること。 

④ 仕様書にある項目が漏れなく積算されていること。 

透 

明 

性 

・ 

客 

観 

性 
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最低制限価格

の設定 

【概要】 

・設計価格が 130万円超の建設工事及び設計価格が 50万円超の設計・測量・

調査等の建設コンサルタント等業務委託で設定し、最低制限価格を下回っ

た場合は失格とする。（仕様書発注の場合を除く） 

 

【算定式】 

 ■建設工事 

 （直接工事費＋共通仮設費×9/10＋現場管理費相当額×89/10＋一般管理費

等×6.8/10）＝入札書比較制限価格（最低制限価格の税抜き）※1万円未満

切り上げ 

 ※入札書比較制限価格は予定価格の 75％から 92％の範囲とする。 

※上記経費の分類は、土木工事標準積算基準書及び公共建築工事積算基準

を原則とする。 

※令和 6年 4月 1日以降に公告又は指名通知を行う入札から適用 

 ■建設コンサルタント等業務 

 （直接費＋諸経費等×7/10） 

＝入札書比較制限価格（最低制限価格の税抜き）※千円未満切り上げ 

区 分 直接費 諸経費等 

測量業務 直接測量費 諸経費 

地質調査業務 直接調査費＋間接調査費 諸経費 

設計業務 
直接人件費＋直接経費の内 

以下のア～オに該当するもの 
その他原価＋一般管理費 

物件調査業務 直接原価 その他原価＋一般管理費 

※ア：事務用品費、イ：旅費交通費、ウ：電子成果品作成費、エ：電子計算機

使用料及び機械器具損料、オ：特許使用料、製図費等 

共同企業体運

用基準 

【対象工事・金額基準】 

土木工事・舗装工事・建築工事・設備工事 1億円以上 

  ※上記のほか、技術的難度が高く、共同企業体により安定的な施工が図ら

れる建設工事 

【構成要件】 ※各付け等級がある場合 

構成員数 格付 

2社の場合 Ａランク＋Ａランク 

3社の場合 
Ａランク＋Ａランク＋Ａランク 

Ａランク＋Ａランク＋Ｂランク 

【出資比率】 

構成員数 代表者の出資比率 代表者以外の出資比率 

2社の場合 50％超 30％以上 

3社の場合 40％以上 20％以上 
 

品 

質 

確 

保 
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品 

質 

確 

保 

営繕工事にお

ける設計変更

等の円滑化 

【概要】 

・営繕工事において、積算数量書などの資料を建設工事請負基準約款第 1 条

に規定する「設計図書」として位置付ける。 

※営繕工事…建築物の造営と修繕のことをいい、建築物の新築、増築、改

築、修繕、模様替え等の工事を指す。 

施工時期選択

可能工事制度

の試行 

【概要】 

・発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者が工事開始日（工事の始

期）を選択する方式（余裕期間制度：任意着手方式） 

・工事開始期限日は、標準工期の 30％を超えない範囲で、工事ごとに発注者

が定める。 

・工期は、受注者が発注者の承認を受け決定した工事開始日から発注者が指

定する工事日数を加えたものとなる。 

・対象工事 

予定価格が 130 万円超 2,000 万円未満で入札に付する次の①又は②の工事

（ただし、災害復旧工事など緊急性のある工事等を除く） 

① 債務負担行為を設定し、1月から 3月までに支出負担行為を行う工事 

② 4月から 7月までに支出負担行為を行うもののうち、7月末日までに契

約を締結する工事 

特記仕様書に施工時期選択可能工事制度の対象であることを明記する。 

※詳細は、施工時期選択可能工事制度試行要領による。 

そ 
 

の 
 

他 

前払金制度 

【概要】 

・前払金は、130万円超の工事の場合は請負金額の 40％、50 万円超の建設コ

ンサルタント等業務委託の場合は請負金額の 30％を上限とする。 

・中間前払金は、請負金額が 130万円超で工期が 60日以上の工事を対象に、

請負金額の 20％を上限とする。 

障害者多数雇

用者優遇制度 

【概要】 

・法定雇用率を超える障害者を雇用している事業者に対し、受注機会の拡大

を図るため、障害者を多数雇用する事業者を登録し、申請物品等の発注の

際、優先的に指名する。 

工事業者の格

付のための総

合評点に加算

する主観項目 

【主観項目と加算点】 

主観項目名 加算点 

優良工事受賞者 10点 

男女共同参画社会の促進 10点 

障害者雇用の促進 10点 

労働安全衛生の認証取得者 10点 

消防団協力事業所認定者 10点 

除雪業務受託者 10点 

エコアクション 21取得者 10点 
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そ 
 

の 
 

他 

市内営業所業

者の入札参加

要件 

【概要】 

・建設工事の指名基準となる営業所の要件を次のとおりとする。 

① 契約締結などの権限を委任されている者が常駐していること。 

② 実態的な営業活動を 5年以上行っていること。 

③ 営業する許可業種に対応する専任技術者が常駐していること。 

④ 営業所に常勤する従業員が 3人以上であること。 

⑤ 営業所としている建物内において、明確に区分された事務室が設け

られていること。 

※ただし、工事内容によって、指名者数が少数となり、競争性が確保でき

ないと判断した場合は、この限りでない。 

 

・建設コンサルタント等業務の営業所の要件を次のとおりとする。 

① 契約締結などの権限を委任されている者が常駐していること。 

② 実態的な営業活動を 1年以上行っていること。 

③ 営業所に常勤する従業員が 1人以上であること。 

④ 営業所としている建物内において、明確に区分された事務室が設け

られていること。 

※ただし、業務内容によって、指名者数が少数となり、競争性が確保で

きないと判断した場合は、この限りではない。 

週休 2 日取得

モデル工事の

試行 

【概要】 

・週休 2 日取得モデル工事の試行対象案件となった場合、各対象工事の試行

実施要領に基づき、工事設計書の労務費等に補正加算を行う。 

・対象工事 

① 土木工事     ② 港湾工事 

③ 営繕工事     ④ 林業土木工事 

⑤ 農業土木工事 

※土木、林業土木、農業土木工事において、「発注者指定型」を新たに導入し、

原則、当初発注時は「発注者指定型」とする。 

※試行対象金額を当初設計額１千万円から130万円を超える工事に拡大する。 

※工事費補正は 4週 8休相当以上のみとする。 

※詳細は、各対象工事の試行実施要領による。 

工事実績情報

サ ー ビ ス

（CORINS）の

登録 

【概要】 

・対象工事を受注した場合、工事実績情報サービス（CORINS：（一財）日本建

設情報総合センター）に受注者が登録を行う。 

・対象工事 

請負金額が 500万円以上の建設工事 
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<工事の発注標準と業者の格付基準> 

工種 級 発注標準 格付 

土木 

Ａ 3,000万円以上 790点以上（特定建設業許可業者に限る） 

Ｂ 1,100万円以上、3,000万円未満 
特定建設業許可業者は 690点以上 790点未満、 

一般建設業許可業者は 690点以上 

Ｃ 400万円以上、1,100万円未満 610点以上 690点未満 

Ｄ 400万円未満 610点未満 

建築 

Ａ 2,200万円以上 790点以上（特定建設業許可業者に限る） 

Ｂ 600万円以上、2,200万円未満 
特定建設業許可業者は 700点以上 790点未満、 

一般建設業許可業者は 700点以上 

Ｃ 300万円以上、600万円未満 600点以上 700点未満 

Ｄ 300万円未満 600点未満 

電気 

Ａ 500万円以上 690点以上 

Ｂ 500万円未満 690点未満 

管 

Ａ 500万円以上 710点以上 

Ｂ 500万円未満 710点未満 

舗装 

Ａ 1,600万円以上 1,000点以上（特定建設業許可業者に限る） 

Ｂ 1,600万円未満 
特定建設業許可業者は 1,000点未満、一般建設

業許可業者は全ての評点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

<下水道工事発注の基本的考え方> 

工種（口径） 設計金額 入札方法 発注対象 

推進 

800㍉超～ 

5,000万円以上 制限付き一般競争入札 
市内営業所（県内本社）

又は市内本社のＪＶ 

2,000万円～5,000万円 

未満 
制限付き一般競争入札 市内本社 

2,000万円未満 指名競争入札 市内本社 

800㍉以下 

1億円以上 制限付き一般競争入札 市内本社同士のＪＶ 

2,000万円～1億円未満 制限付き一般競争入札 市内本社 

2,000万円未満 指名競争入札 市内本社 

開削 

1億円以上 制限付き一般競争入札 市内本社同士のＪＶ 

2,000万円～1億円未満 制限付き一般競争入札 市内本社 

2,000万円未満 指名競争入札 市内本社 

※雨水管工事は上記基準に準ずる。 


